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３００１ 農業農村分野の災害復旧段階における基本計画の必要性 

 

 

 中越地震被害は多様で，復旧においても個別の被害を対象とした災害復旧事業の適用だけで 

は解決が困難な課題が多く発生したため，復旧の方針を定める「基本計画」の必要性が意識 

されました 

 

 

１．多様な地震災害に対する組織的対応の必要 

 大規模地震による災害の形態は極めて多様です．小規模な施設や農地の破損から，広域的な地盤災害

によって被害地区の境界画定も困難であるような大規模な被害も発生します．中越地震の経験では，被

害形態は地区によって異なり，個別復旧が適当な地区と，集団的な復旧を選択すべきであると判断され

た地区とが生じました．こうした集団的な取り組みを行うには，一定領域を単位とした復旧を組織的に

行う必要がありますが，各地域の復旧戦略を災害復旧事業の開始前に決定しておかねばなりません． 

こうした，事態を象徴するものとして，大規模な地盤災害に対して山古志地域を初めとした一部の地

区で導入された農地災害関連区画整備事業（参照：4108）があります．これは，一帯の農地が集団的に被

害を受けた場合，個別の被害をそれぞれ復旧するのでなく，地域を単位とした復旧事業として圃場整備

を行うものです．諸般の事情で事業導入は遅れましたが，先行的に個別復旧を実施していた農家から，

自分達もこの事業を知っていたら対応したとの声が聞かれました． 

 

２．被災直後の早い段階での作成 

 被災地の復旧・復興は，分離して段階的に捉えられるものではなく，相互に関連する一連の一体的過

程です．このため，復旧のあり方によってその後の復興は大きく影響されます． 

 例えば，地区の農地の多くが被害を受けた地区で個別の復旧をすると，原形復旧によって基盤形状が

幾分改善された区画と，従前のままの農地がモザイク状に混在することになります．こうした地区で，

復旧後に区画整理の必要が生じた場合，被災で復旧した農地が事業に参加する可能性は低いのです．農

家は農地への投資をできるだけ避けたいと考えており，被災前より幾分でも改善された農地に改めて投

資をしようとしないのです．こうした地区では圃場整備は困難化し，生産の能率化，軽労化は遅れるこ

とになり，ひいては地域の農業の継続性を危うくする可能性があるのです． 

これは，個別の対応が，長期の農地のあり方に影響することを示しています．復旧は短期の対策です

が，復興はその後の長期のプロセスであるため，長期の対策を行ううえで，基本計画が作成され，各種

の対策がこれに位置づけられることが望ましいのです．こうした対策を方向付けるのが「基本計画」で

すが，被災直後のできるだけ早い時期に，復興プロセスを戦略化することの重要度は高いのです． 

 

３．農家の復旧への自覚を早める 

 基本計画の作成は，農地の復旧のあり方を被災農家に早期に意識させる点でも大きな意義があります．

農家は，被災後暫くは状況把握も十分でなく，意思決定が困難な場合が少なくありません．こうした時

期に基本計画の作成・合意形成に参画することによって，農家の復旧への取り組みの自覚を早める効果

も期待されます． 
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３００２ 農業農村災害復旧基本計画 

 

 

 大規模災害の復旧においては，先ず災害調査結果を踏まえて被害特性を総合的に把握し，災 

害復旧事業以外に，地域を単位とする事業導入の必要性がある場合には，「農業農村災害復 

旧基本計画」を作成し，地区毎の基本方針を定めれば組織的な復旧が可能となります 

 

 

農業農村災害復旧基本計画(以下，基本計画)の目的・構成・機能は以下のようです． 

 

１．基本計画の目的 

基本計画は，被害地域の農業農村基盤・施設の復旧における地域特性や被害の状況を考慮し，復旧対

応の基本方針を示すものです．大規模災害では個別の災害復旧だけでなく，地区を単位とした復旧対応

が大切です． 

 

２．基本計画の内容 

 基本計画では，ゾーニングを行い，集落を単位とする区域毎に復旧対策の方針を決定します． 

ゾーニングは，①個別の災害復旧事業で対応する地区と，②それ以外の一定領域を対象とした取り組

みを行う地区を区分します．②のゾーンには，全てを一定領域を対象とした事業で対応するものと，個

別の災害復旧事業との両者を行うものが考えられます．そこで，②については，選択する事業形態別に

更にゾーニングを行い，地区の農家に復旧の具体的方針を示します．これによって，個別復旧を優先す

る地区と集団的復旧を検討する地区との区分等が位置づけられ，対策は組織化されます． 

また，ツーリズムに対応した景観対策として棚田を保全する地区や，生態系保全地区との境界の対策

などの条件付けも行えば，これらに対応した復旧形態の選択が可能となります． 

 

３．集落を単位とした合意形成 

 基本計画を実施に移すには，集落を単位とした合意形成が必要です．集落の同意が得られた段階で，

基本計画として公表し，復旧の考え方，工法，工事の順位付けと大まかな復旧時期等を示します．復旧

のあり方を具体的に示すことが，住民の復興意欲を方向付ける上で大切です． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 災害復旧基本計画における区域区分のイメージ 

①通常の災害復旧事業地区

②農地災害関連区画整備事業

③合併施工による区画整理
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参考３０１ 中越地震における被害の特徴 

 

 

被災状況を小千谷市（2007 年度末段階）のデータを分析すると，以下の特徴がみられました． 

 

１．災害復旧事業の対象とならない小規模災害の多発 

 小規模災害の被害額は比較的大規模な災害復旧事業に比べて少ないのですが，件数はこれと同等ある

いは上回りました(表)．こうした傾向は，地震災害が他災害と比べて異なる特徴です．地震災害では，

災害復旧事業だけでは地域の復旧需要に十分対応できないことを念頭に置く必要があります．中越地震

では，中越大震災復興基金を原資として「手づくり田直し等支援事業」を創設しました(参照：3015)． 

 

２．山間地で高い被害率 

 山間地に行くほど，被害件数・被害額共に大きくなりました(図１)．農地面積当たりの被害発生(図２)

を見ても，山間地ほど大きいのです．これは，地形条件の厳しい地区ほど被害率が高いことと符合しま

すが，条件不利地域の被害率が高いことは，復旧過程で強く意識する必要があります． 

 

３．長期的・継起的な被害発生 

 地震では地盤被害が広範囲に亘るため，長期・継起的に被害が発生し続ける点に大きな特徴がありま

す．被害の大半は小規模ですが，中越地域の手づくり田直し等支援事業の申請件数(図３)を見ると，災

害後 3 年を経過しても農業基盤・施設関連の復旧需要が続いています．当初は目に見えないため，地震

との因果関係を厳密に説明するのは困難ですが，長期に亘る対策の必要性は高いのです． 

 
 

 表 災害復旧事業及び小規模災害の件数・被害額(中越)  

工種 災害復旧 手づくり田直し

 農地  

 

 件数        1587         944 

事業費(円) 10 億 1185 万   2 億 3806 万 

 道路  

 

 件数         582         189 

事業費(円)  7 億 4221 万      6639 万 

 水路  

 

 件数         408         426 

事業費(円)   5 億 847 万   1 億 2729 万 

ため池 

 

 件数          58          64 

事業費(円)  1 億 3920 万     1959 万 

 合計  

 

 件数        2635        2177 

事業費(円)  24 億 175 万   5 億 5280 万 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 山間部で大きい被害率(中越地震)     図３ 農業災害の経年変化(小規模災害：中越地震) 

図１ 山間部で多い被害（中越地震) 
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３００４ モデル適用集落における復旧段階の手続き 

 

 

 モデル方式の適用集落では，通常の災害査定地区とは異なった作業手続きが求められます． 

 作業開始に当たって，各段階での必要事項を確認し，手戻りの発生がないよう対応します 

 

 

１．モデル方式における工事完了までの手続き 

 モデル方式適用集落における工事完了までの手続きは図のようであり，①精査，②地権者の意思確認，

③実施設計，④施工の手順で行います．精査額に対する変更以降は通常箇所の手続きと同様となります

が，通常箇所の集合体であることから，重要変更は多くなり，複雑化する傾向にあります． 

 

 

モデル査定  計画変更 変更の内容 
      

現地確認調査（精査）  精査額の確定 金額変更（１）  精査図面作成
     

地権者の意志確認           

実施設計  実施設計時の変更 
（単価組み替え） 

金額変更（２）   
     

入 札           

発 注  発注時の変更 金額変更（３）   
   入札差金の変更   

施 工      
     
工事完了  最終変更 金額変更（４）  図面変更 

      

受け取り      

  
図 モデル適用集落における査定後の手続き 

 

 

２．各作業段階の要点 

 １）現地確認調査（精査）： モデル方式の査定では集落単位の査定であったため，復旧工事を行う

には個別被害の現地での確認調査(精査)と，事業量・事業費の把握が必要です．中越地震では，被害件

数が多大であったことに加えて，雪解け後の開始に伴う作業の集中によって，精査作業が現場担当者の

大きな負担となりました．これを緩和するため，ここでも標準断面方式による簡便法が採用されました． 

 

 ２）復旧工事の意志確認： 復旧工事の実施前に，地権者・第三者を含めた現地立ち会いを行い，工

事範囲・工事方法の確認を行う必要があります．できれば，測量前が望ましいのですが，中越地震では

農家の意思決定も困難で，施工前まで遅延した事例がありました． 

 

 ３）計画変更： 図面・金額の変更が最低限 4 回必要です（図）．精査における金額変更・図面変更

も計画変更に区分していますが，モデル方式地区ではもともと無かった個別地区の設計資料を作成する

作業です．精査における計画変更は，通常の査定では査定前に実施していた作業を，手続き上，後で行

うものです． 
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３００５ モデル方式適用集落の「精査」と復旧の遅延 

 

 

 モデル方式適用集落では「精査」を実施したことに対して，復旧工事の遅延が問題となりま 

したが，制度上不可欠なものでした 

 

 

１．精査後の発注 

 通常の災害復旧事業では工事発注は査定終了後に直ちに進められますが，モデル適用集落では，現地

確認調査(精査)・設計図面作成と，工事費積算作業が発注に先だって必要でした． 

 このため，モデル適用集落の工事発注は９月以降となったのですが，これは｢遅延｣として一部マスコ

ミによって批判されました．  

 

２．精査の内容と課題 

 １）精査の内容 

 精査においては，原則的に査定設計と同等の作業内容・精度が必要です．モデル方式による査定が終

わっているため，直ちに工事着工ができると現場では考え勝ちですが，これは誤解です． 

 しかし，中越地域では，冬期間作業が積雪のためにできず，被害件数が多く通常の方法を採用してい

ては工事着工が大幅に遅延しかねないことなどの特殊な事情を考慮して簡便法が検討されました．採用

された簡便法は，①標準断面法による測量と②総合単価の適用でした． 

 精査では，以下の図面・写真を作成しました． 

① 平面図  ② 横断面図（起終点と標準断面）  ③ 被災地区・断面等の現場写真 

 

 ２）精査における課題 

 現場では 2つの課題が生じました．第 1は精査に対する現場の誤解，第 2は復旧工事の着工遅延です． 

 第 1 の精査に対する現場の誤解は，査定が終わったため直ちに工事着工ができると考えた担当者や業

者が少なからずいたことです．現場では工事が直ちにできないことに対する不満を聞くこともありまし

たが，制度面の誤解に基づくものでした．精査の意味を早い機会に周知し，工程に沿って作業を進める

必要があります． 

 第 2 の工事着工の遅延は，現場担当者の怠慢であるとしてマスコミの指弾を受けました．指摘は，工

事着工の遅延は生産の再開を困難化するというもので，精査が全部完了した段階で発注を開始したこと

に対する批判でした．しかし，中越地震ではやむを得ない事情がありました．1 つは，モデル方式では

集落を単位に査定額が決められたことや，複数集落にまたがる道路・水路については一括発注が必要で

あったことなど，技術上の障害がありました．あと 1 つは，中越地震では冬期作業ができず，融雪後は

草生が進むと被害の確認が困難化することから，精査を最優先せざるをえなかったためです． 

  

３．工事発注の早期化対策 

 精査を効率的に行い，復旧工事に移行するには次の事項について工夫の余地があります． 

① 段階的発注： 小さな谷等によって区切られる地域単位を括りだすことができれば，モデル方式適

用集落でも段階的発注は技術的には可能です．中越地震でこれができなかったのは，一重に労力不

足が原因していました． 

② 人員の支援体制強化： 段階的発注の障害の 1 つが人手不足であったことは注目されます．動員で

きる人手が限られていたため，精査と発注を並行して進めることができず(発注を並行するとこれに

人員が執られるため精査が遅延する)，草が生い茂り現地確認が困難化する前に，先ず精査を終える

必要があったのです．これには，継続的な人員配置支援の整備・強化が望まれます． 
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３００６ モデル方式適用地区における精査・設計の工夫 

 

 

 モデル方式適用集落では，通常の調査・設計とは異なる作業が必要となり，効率的な作業の 

 推進が困難な場合があるため，課題を事前に把握し，対応策を検討することが望まれます 

 

 

 中越地区のモデル方式適用集落では，以下のような工夫・対処が行われました． 

 

１．精査の方針 

 モデル方式適用集落の精査・設計においては，通常査定における取り扱いを基本としました． 

① 集落単位で各工種１箇所の考え方は変えない． 

② 通常の１箇所工事と同様に工区（枝番）を設け，工区においては通常の災害要件を満足する（事業

費 40 万以上等） 

③ 工区毎に，受益戸数，限度額等を整理する． 

④ モデル査定時の数量・事業費は，精査とは区別し，精査後の数量・事業費とリンクさせない． 

  

また，計画変更（軽微・重要）の方針は次のようにしました．これによって，金額による重要変更(金

額で 200 万円以上，比率で 30％以上の変更）の件数を減少させることができたため，計画変更の協議数

を削減できました． 

 ①計画変更（軽微・重要）の判断は，工区毎に行う． 

 ②ただし，金額による判断は，地区全体で判断する． 

 

２．複数の断面を用いる標準断面方式 

 精査でも標準断面方式が採用され，作業の迅速化に貢献しました．通常の災害査定と同等の精度で作

業をすると時間・労力面の余裕がないため，現場から簡略化が要請されました．ここでの標準断面法式

は，誤差を縮小するため断面を 1つとせず，「複数の断面を用いる」方式が採用されました． 

  複数の断面を用いる標準断面方式でも，作業者によって断面の選定位置等にばらつきがあり，大幅な

計画変更を必要とする地区も生じました．現場担当者の話では，施工業者の中には復旧までの一連の作

業に対する理解が不十分であったため，通常の復旧事業では必要がない作業を求められることに不満を

漏らしたものもあるなど，理解に差があったとの指摘がありました．事務手続きも煩雑化する大幅な計

画変更を回避するには，研修による作業内容の了解が必要です． 

 

３．モデル集落になかった工種への対応 

 モデル方式では，モデル集落になかった復旧工種については原則的にモデル適用集落で実施できませ

ん．しかし，モデル集落がすべての条件を満たすことは事実上困難であるため，これに対してモデル適

用時に「新規工種」枠を設け，付加的な工種の施工を可能としました．また，反対にモデル集落にあっ

てもモデル適用集落にない復旧工種は「廃止工種」として除外しました． 

 

４．精査に対する調査・測量設計費の補助 

 モデル方式では，地域への立ち入りが可能になった段階で被害状況の精査・設計を行いますが，査定

後の調査となるため，これらの費用に対する国の補助制度はありません．新潟県では，「中越大震災復

興基金」で「査定設計委託費等支援事業」を創設してその全額を補助しました（参照：2019）． 

  



参考３

 
１．標準

 標準断

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 
２．ブロ
 モデル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

０４ モデ

準断面法によ

断面法による

           

ロックを単位
ル方式適用集

凡例

デル方式適

よる精査 

精査地区では

          

位とした設計
落では，ひと

図３ モ

水田

用地区の精

は，下記のよ

   図１ 標

図２

計 
とつのブロッ

モデル査定地区

の単位地区

 

精査・測量

ような簡易な図

標準断面法適用

 標準断面の

ク（第１枝番

区の精査地区と

水路

 

図面を作成し

地区の平面図

の測量図 

番）が通常の

と設計単位ブロ

路の単位地区

しました． 

図 

の１箇所に当た

ロックの関係 

道路

たるよう設計

の単位地区 

復旧段階

110

計しました．

階 

0

 



復旧段階 

111
 

３００７ 工事の早期実施対策 

 

 

 工事の早期実施は，災害復旧における最も大きな関心事です．中越地震では，工事実施の早 

期化のため，多様な取り組みが行われました 

 

 

１．暫定復旧の活用 

 幹線道路等が暫定復旧されれば，それに連なる農地の復旧も早期化できます．中越地震で復旧が遅れ

た地区の理由として， ①復旧箇所までの道路が確保されていない， ②地すべり対策事業後でないと着

手できない，こと等が指摘されています．こうした課題を解決するには，暫定復旧の組織的対応等が必

要ですが，中越地震で設けられた「災害復旧事業連絡調整会議」（参照３００●）が有効でした． 

 

２．計画変更手続きの簡素化 

 計画変更件数が膨大であったため，必要最小限の計画変更資料で協議をしてもらうよう査定官に提案

して了解を得，以下の方法で協議を行いました． 

①変更内容の類似したものは代表事例を説明する（特に農地面積は，精査による変更がほとんど） 

②モデル地区の計画変更では審査表と変更対比表によって協議し，図面及び写真は計画変更後に整理

する（図面及び写真は出先事務所が確認） 

③査定官が長岡に直接出向き，北陸農政局でのヒアリングの準備の事前指導をしたため大幅な時間短

縮が図られた（市町村も指導を受け，手元資料が整っていたため，再ヒアリングの必要がなかった） 

 

３．地域分担制による継続的地域対応 

 地域分担制をとり，同じ担当者が継続的に個別地域に対応したため，一貫した指導・助言ができまし

た．信頼関係のもとで地域の意思決定も早まる効果もありました．長岡地域振興局農地災害復旧課は課

長以下９人の体勢でしたが，課長は総括担当で，課員は課題や地区を分担しました． 

 

４．定期的な工程管理 

 事業の進捗状況は県庁農地建設課と長岡地域振興局会議への毎月 1 回の報告が求められたこともあ

り，常に工程を把握していました．これが工事の早期化に有効でした．また，業者の協議要請に即応す

る体制をとりましたが，ここでの適宜の判断・調整も事業実施の早期化に繋がったと思われます． 

 

５．行政部局間・業者間の調整 

 中越地域では，多様な復旧事業が同時並行的に進められたため，現場では混雑現象による事業推進上

の支障が生じました．そこで，県出先の長岡地域振興局では以下の３つの「調整会議」を設け，部局間

・業者間相互の連絡・調整を行いました． 

①地域振興局の工程調整会議(参照：参考 306) 

②災害復旧事業連絡調整会議(参照：参考 307) 

③農地災害復旧事業連絡調整会議(参照：参考 308) 

 

６．集落の緊急度に応じた優先整備 

 小千谷市は，モデル方式適用集落においても，農家組合と意見調整をしながら集落にとって緊急度の

高い施設の復旧を別途優先的に実施しました．実施の目安として，優先的に実施する事業の経費合計を

集落のモデル査定額の１割未満とする基準を示しました．部分的ではありましたが，基幹的な施設を中

心に早期復旧を図ることができました  
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３００８ 復旧事業実施における行政内部の調整 

 

 

中越地域では，多様な対象・目的・手段・主体・期限による復旧事業が同時並行的に進めら 

れたため，現場では混雑現象による事業推進上の支障が生じました．そこで，県出先の長岡 

地域振興局では相互の連絡・調整を行う，３つの「調整会議」を設けました 

 

 

 ３つの「調整会議」は，災害復旧の進行過程で設けられました．これは，事業の進行を調整するだけ

でなく，多様な事業主体相互の情報交換や意思疎通にとっても多くの利点をもたらしました．こうした

対応は，復旧事業の進行管理における，客観的な状況把握の大切さを示しています． 

 

① 地域振興局の工程調整会議： 多部局がそれぞれに行っている事業の工事期間及び事業計画の調

整を行う．地域振興局長が統括する．(参照：参考 305) 

② 災害復旧事業連絡調整会議： 工事の実施上発生する具体的な現場課題を，工事施工部局，関連

部局，関連団体・企業等の連絡調整を通じて調整を行う．長岡地域振興局企画振興部地域振興・

災害復興支援課内に設け，関係者が協議・調整する．(参照：参考 306) 

③ 耕地災害復旧事業連絡調整会議： 農地・農業用施設に係わる事業実施の混雑状態を緩和するた

め，発注者及び請負業者による連絡調整を行う．長岡地域振興局農林振興部農地災害復旧課内に

設け，主として関係業者相互で調整を行う．(参照：参考 307) 
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図 中越震災地域における復旧事業実施の調整組織 

 

[留意事項] 大規模災害時には統括的機能が重要ですが，忘れられがちです．中越地域でも，「連絡調

整会議」が設けられたのは，平成 18 年度でした．災害直後の設置が望まれます．
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参考３０６ 部局間の工程管理のための「工程調整会議」 

 

 

 

 中越地域では，災害復旧の優先度は，農地より道路等が，山間地より平場が高かったため， 

 農地復旧は遅れ勝ちでした．こうした部門間・地域間の不均衡をできる限り避けるため，工 

事・事業の計画調整を行う「長岡地域振興局・工程調整会議」を設けて対応しました 

 

 

１．発生した課題 

 中山間地域では地盤被害が著しいため，地すべり対策工事や道路，砂防工事，農地，農業用施設復旧

工事が錯綜しました．しかし，道路復旧や地すべり対策が優先され，農地，農業用施設の復旧はその後

にせざるを得ない状況でした．この結果，平場では，平成 17 年度末で９割以上の農地復旧が完了したの

に対して，旧栃尾市，旧山古志村，小千谷市，川口町の完了箇所はわずか２割という状況でした． 農地

の復旧が生業再建の要ということもあり，マスコミから批判も受けました． 

 具体的な課題として，以下のような事項が発生しました． 

 事例１：被災地区の多くは地すべり防止区域であったため，災害復旧(災害関連緊急地すべり対策事業）

で行われる工事と地すべり防止工事が錯綜し，工程の調整が困難な場所が生じた． 

事例２：支線道路は整備順位が幹線道路に比べて低いため復旧が遅れ，結果としてこれに接続(沿接)

する農地の復旧工事が遅延する． 

 事例３：中山間地では農地に付属する排水河川が崩壊した地区が多かった．農地を復旧するには排水

河川の改修・復旧が前提となるが，排水河川の多くは普通河川で，管理主体は市町村建設部局であ

る．普通河川の復旧は優先順位が低いため，農地復旧も遅延する． 

 事例４：実態は農道だが，市町村道(道路法)に指定されているため，土地改良事業で改修できない． 

 

２．工程調整会議 

 工事期間及び事業計画の調整を行うため，平成 18年度に長岡地域振興局長は庁内に「長岡地域振興局

・工程調整会議」を設置しました．平成 17 年度までは月１回の局会議で各部が課題を報告するだけでし

たが，以下のような課題の解決が求められていました． 

①被災住民の帰村が始まり，生業再建の要として緊急に農地復旧が求められた．②災害復旧は原則３

年が目途である．③予算の事故繰越が多く，事業実施の早期化が必要であった 

課題の調整は適宜，局長室で行われ，局長は関連部局の意見を聞いて裁断しました．意見を聞いただ

けでは状況把握が十分できない場合には，局長は直接現場に出向いて判断をすることもありました． 

 

３．行程調整会議の効果 

   調整会議では，以下のような事業調整が行われた結果，農林部局の事業進捗も図られ，一部を除いて

被災水田の平成 19 年度水稲作付け面積を確保できました． 

 調整事例１：山古志楢の木地先の林野庁所管の地すべり防止区域の災害復旧では，中越森林管理署と

調整し，地すべり対策工事後でないと復旧できない農地・農業用施設の復旧と斜面保護工との計画

調整を行った．また，地すべり対策工事の仮設道路を農道路線に合わせ，農道復旧を早期化した． 

 調整事例２：県道復旧及び砂防部局が連携し，両者が復旧工事で仮設用地として使用している農地は，

工事側の補償工事として復旧し，災害復旧事業から除外する旨の事業調整をした． 

  農林部局への効果：①平成 19 年 5月 31 日時点で，長岡市・小千谷市の平成 19 年作付け不可能面積は

39ha（うち，山古志 26ha）となった．②平成 19 年 1 月時点で，農地，農業用施設復旧箇所 2,813

箇所のうち，2，692 箇所(96%)が完了した．山古志では，197 箇所のうち 135 箇所(69%)が完了した． 
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参考３０７ 災害復旧事業連絡調整会議 

 

 

 

 工事施工において発生している部局間の課題を調整するため，中越地震では新潟県長岡地域 

振興局(県の出先機関)企画振興部を窓口として，「災害復旧事業連絡調整会議」が設置され，

適時の調整が行われました 

 

 

１．発生した課題 

 現場で発生した課題には以下のようなものがありました． 

 

 事例１：幹線道路の復旧中に，他部局・部門の復旧工事が一斉に始まったため，お互いの工事現場を

車輌が通行し，復旧事業に支障を来す事態が生じる． 

 事例２：大量に発生した残土の地区外搬出は復旧費用や交通量の増大に繋がるため，残土利用の可能

性について検討が必要となる． 

 事例３：山間部では携帯電話も不通知となったため，作業現場の安全性確保が不安定化するほか，調

整・緊急連絡が困難化するため，事業推進にも支障が生じる． 

 

２．災害復旧事業連絡調整会議の役割・機能 

 「調整会議」は平成 17年度(2005)当初に長岡地域振興局企画振興部地域振興・災害復興支援課内に設

けられました．工事で発生する現場課題を，工事施工部局，関連部局，関連団体・企業等の連絡調整を

通じて，対策の構築や調整を行いました．基本的に協議・調整して「災害復旧現場の管理方針を決める」

場であり，地域振興局が指示するのではなく，相互が協調して改善を図ることを目的としました． 

 

３．会議の構成 

 １）会議の統括は，新潟県長岡地域振興局・企画振興部長が行いました． 

 ２）メンバーは以下のようです． 

 ①国土交通省：長岡国道事務務所，湯沢砂防事務所， 

 ②新潟県長岡地域振興局：災害復旧部，企画振興部，農林振興部，地域整備部 

 ③新潟県魚沼地域振興局地域整備部 

 ④長岡市，小千谷市，川口町 

 ⑤東北電力，NTT 等の民間関連企業・団体 

 

４．具体的な調整内容 

 会議で調整された事項は以下のようなもので，工事推進における地域進入のボトルネックの解消など，

現場における課題の多くを解消しました． 

① 道路工事の施工区間・時間を区切ることによって，他部局で必要な重機を奥地に入れる

時間帯を作る． 

② ダンプカーの通行時間帯を工種毎に区切る． 

③ 残土の搬出等は夜間工事とし，昼間は現場の資材車両を優先する． 

④ 建設部局の残土を，農地災害関連区画整備事業地区等の盛り土として使用する． 

注）農地災害関連区画整備事業の「赤木地区」「柳田地区」は残土転用による区画整理であった． 

⑤ 要望を受けた NTT が携帯電話の不通地域に対する支局再建を早め，山古志では移動局の

設置が決められた． 
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あれば，一

ととしたの

た．こうし

おいて，大

真はこれら

少します．

階 

8
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３０１１ 復旧の工程管理 

 

 

 中山間地域の農道や用水路の被災箇所を復旧する場合，施設の系統や網図等によって十分な 

確認をしたうえで，被災箇所の復旧工程や復旧順序を組み立てることが復旧を早める近道と 

なります 

 

 
 １．工程管理の必要性 

 工程管理を適切に行うことによって，作業の効率化や労力・時間の節減を図ることができます． 

地域全体の復旧を考えると，住民が集落に帰り，生活再建を行うことが先ず第一ですが，これに合わ

せた総合的な災害復旧事業の実施に係わる工程調整が必要です．農地復旧対象地の大部分は幹線道路か

ら先に位置するため，当初段階から道路管理部局と確認・調整しておく必要があります． 

 中越地震では，復旧事業の進捗状況を県庁農地建設課と長岡地域振興局会議へ毎月報告することが求

められたため，常に工程を把握していたことが工事の早期化に有効でした．また，業者の協議要請に即

応する体制をとりましたが，ここでの判断・調整も工程の把握に繋がったと思われます． 

 

２．復旧工事の工程管理 

 復旧工事の工程管理は，①地域全体の復旧方針，②発注工事の進行管理，③被災個所の課題解決，の

3つの単位で考えます． 

①被災程度や住民の避灘状況を勘案して，地域の復旧にかかわる方針を決定します．住民の復帰予定

等をもとに，地区毎の復旧の期限・優先順位等の考え方を整理・検討します． 

例えば，中越地震では，中山間地域の地理的特性を考慮して，沢毎等の一定区域を単位として工事を

発注し，沢の奥部（最上流部）から，順次下流部に進めることを基本としました 

②工事発注計画を立て，発注後に請負業者と協議・打合せを行い，復旧個所の優先順位を決定します．

これには，被災現場までの進入路確保の可能性や，農家が希望する具体的な耕作再開時期等を詳細に調

査・把握する必要があります． 

中越地域では段階的復旧を進めることで効率化を図りました．例えば，道路復旧では当面は暫定復旧

として，できるだけ多くの作付け可能地の確保を優先し，これらの条件確保ができた段階で本復旧を行

いました． 

 ③中越地域では，定期的に耕作できない農地の位置・面積の実態を調査し，原因を検討して，復旧の

進捗度を向上するための対策を講じました．地域振興局では通常１箇所ごとの予算執行表は管理してい

ませんが，中越地震では業者が作成した毎月の工程を計画もとに地区毎の管理表を作成し，人員配置等

の調整等による工程管理をしたため，効率化・期間短縮が図られました． 

 

３．予算管理 

 工程を管理するうえで効率的な予算管理も大切です． 

 通常，団体営事業は県で 1 個所ごとの予算執行は管理していませんが，中越地震災害に関しては，長

岡地域振興局で群細な予算管埋を行ないました．これによって，工事の進捗に合わせた適切な予算執行

（予算管理）を行うことで，逐次に残事業費等の把握ができたほか，予算に関する各種調査に対応する

期間を短縮することができました． 

 また，新潟県の平成 16 年発生災害は，7.13 新潟豪雨洪水災害と中越地震が重なったため，合わせて 3

千余りの災害復旧個所となりました．復旧に係わる事業も多様で，最終的には年度や種別の違いによる

7 種類の予算によって執行されました．このため，事務量は大幅に増えましたが，詳細な予算管埋を行

った結果，早期の復旧に役立ちました．



復旧段階 

120
 

参考３０９ 小千谷市における復旧の管理 

 

 

 

 農業・農村の復旧は遅れがちですが，小千谷市では独自の工夫で緩和を図りました．また， 

集落の調整機能に委ねながら，技術的な支援を行うことによって復旧を進めました 

 

 

１．部局間の復旧体制の不一致 

 復旧作業は以下の原則に基づいて部局毎に管轄する施設・基盤を対象に進めました． 

① ライフラインの復旧を優先し，②農村部より都市部の復旧を優先する． 

しかし，こうした中で，部局間の復旧体制の不一致によって農業・農村とりわけ土地改良施設・基盤

の復旧の進捗が制限される事例を生じました． 

 

 事例１：市町村道の支線道路に接続する農地があり軽微な工事で復旧可能だが，支線道路の整備順位

が幹線道路より低いため，農地復旧工事が遅れ勝ちになる． 

 事例２：中山間地では農地団地を貫流する排水河川が崩壊した地区が多かった．排水河川の多くは普

通河川で，これを管理するのは市町村建設部局である．山間地の小河川である普通河川の復旧は

優先順位が低いため後回しになることが多く，農地の復旧もこれに応じて遅延した． 

 事例 3：農道として整備されたが，後に市町村道(道路法)に認定されたものは，「暫定法」による災

害復旧の対象とできない．ライフラインの復旧は重点的・優先的事項だが，末端市町村道は整備

順位が低いため，これに沿接する農地の復旧も遅れることが多い． 

 

２．工事施工順位の決定 

 施工順位は農家の利害に繋がるため，担当者は対応に苦慮する場合がありました． 

 小千谷市では，先ず，二次災害の防止等のため緊急対応が必要な地区は優先的に対応しました．しか

し，集落内の復旧順位の決定は，原則的に集落の手に委ねました．集落内での工事の順位決定は，市担

当者が専権的に行うのではなく，集落の自治機能による協議に委ねたのです．調整を行ったのは各集落

の農家組合です．調整に当たっては，市は原則として整備効果の高いものを優先するよう配慮を求めま

した．技術的判断が必要な場合は，農林課担当者が助言しました． 

 小千谷市は，モデル適用集落においても，農家組合と意見調整をしながら集落にとって緊急度の高い

施設の復旧を別途優先的に実施しました．実施の目安として，優先的に実施する事業の経費合計を集落

のモデル査定額の１割未満とする基準を示しました．部分的ではありましたが，基幹的な施設を中心に

早期復旧を図ることができました． 

 

３．工事の管理 

 災害復旧事業は，早期復旧のため災害発生年を含めて 3 年度以内に終えることが原則です．これが，

現場担当者のストレスとなりました．中越地域では，被害の件数・規模が大きいうえに，秋に発生し，

積雪で冬期作業ができないなど悪条件が重なったため，復旧の条件は厳しいものでした． 

とりわけ，業者の確保は最優先事項であったため，雪解け直後に早急な対応が必要な場合に備えて業

者確保の予備的対応として 4 月に前倒し発注をしました．しかし，工事の人員確保の面では課題を生じ

ました．平成 18 年度以降，工事の管理体制が変更され，建設業者が配置する監理(主任)技術者は同時に

2 以上の現場をもてなくなりました．このため，工事発注は建設業者の技術者数に規定され，短期に多

くを処理できなくなりました．周辺自治体から技術者を動員するのも，限界がありました． 
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３０１２ 避けられない計画変更 
 

 

 中越大震災では被害が大きかったため，災害査定申請どおりに復旧された地区はごく少 数 

で，計画変更が必要な地区のほうが圧倒的に多く，その事務手続きを避けては竣工できな 

  いため，事業主体にとっては大きな負担となりました 

 

 

１．復旧優先と計画変更のジレンマ 

  中越大震災では計画変更が必要な地区が多くを占めました．復旧工事にあたっては，査定申請どおり

の復旧が不可能と判断された時点で，国へ計画変更を申請し，承認が得られた後に変更箇所の工事に着

手します．復旧を何よりも最優先すべきとする世論の中で，一方では，計画変更の必要性が判断できる

資料づくりも迫られていました．そのため，県からも写真整理を主なポイントとして，アドバイスがな

されたものの，災害実務に精通した事業主体とそうでない事業主体には，大きな差がでてしまいました． 

 

２．モデル方式等における計画変更 

 災害査定でモデル方式を適用した地区では，施工の設計段階での精度を高めることが予定されており，

計画変更は当初から織り込まれていたのです．しかし，中越地域では，こうした事項についての理解が全

般的に不足したうえ，災害直後の混乱の中で周知が十分に行われなかったこともあって，計画変更に対す

る誤解が生じました． 

 

 

[参 考]計画変更における事務手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H17.6.1 長岡地域振興局 農林振興部 農地災害復旧課作成

重要変

更
暫定法施行規則第２条(1)及び(5)

・主要な工事の形状、寸法、材質又

は位置の変更

H12.3.30 農水省告示453号第３ ・農地復旧面積の変更

　 ・工種の変更

暫定法施行規則第２条(4)

H12.3.30 農水省告示453号第２

暫定法施行規則第２条(3)

H12.3.30 農水省告示453号第1

④関係財務 ・単価組替による増減を除く。

上記に該当しない場合
暫定法施行規則第２条(4)で掲げる

もの以外

H12.3.30 農水省告示453号第2で掲

げるもの以外

上記に該当しない場合 暫定法施行規則第２条(3)で掲げる

H12.3.30 農水省告示453号第1で掲

げるもの以外

区        分 区分の条件

・査定設計書を実施設計書へ組替し

たことによる変更

・工事実施に伴い予期せぬ事態が

発生した場合の工法変更等

H1.7.17 構造改善局災害対策室長通

達

⑥単価歩掛

等を除く変更

30%を超える増減

農地200万円以上、施

設500万円以上のヶ所

で30%を超える増減

・全体計画の基本的事項で、特に協

議が必要なもの。（地質調査等の対

策工法の変更、本省保留箇所の重

要変更）

区分の根拠 備                 考

①主要工事

の変更

増減金額、率に関係な

し

軽微変

更

（農林水

産大臣

の承認）

 200万円超、又は30%

を超える増減

②単価歩掛

等の変更

③単価歩掛

等を除く変更

⑤単価歩掛

等の変更
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参考３１０ モデル方式適用地区における計画変更 

 

 

 モデル方式の適用地区では，査定額を精査による値に置換する手続を行い，その後は下記のような計

画変更手続きが行われました．z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



３０１

 

 

 派遣

施工

当者

 

 

 中越地

大半は２

くいほか

までにか

われる工

 

１．作業

 ①作業

場合があ

た様式の

に固有の

担当者が

 ②資料

があるこ

資料の所

 

２．作業

 作業体

① 作業

査定

持に

の現

当を

せる

② 班長

ーズ

って

容や

能と

 

３ 作業環

する機関では

の段階で異な

に正確に引き

地震のような

２週間程度の

か，前任者の

かなりの時間

工夫を組織的

業環境 

業様式の統一

あります．そ

の違いが支援

の作業形態や

が調整するな

料の整理： 

ことです．共通

所在一覧を作

業体制 

体勢の引き継

業グループの人

定段階への移行

にとって大切で

現場記憶が重要

を引き継ぐ場合

ることによって

長等の統括者の

ズに行われても

て変化する場合

や進捗状況を把

となります． 

環境・結果

は長期にわた

なることが予

き継がれるた

大規模災害で

期間で交代を

成果の検証や

的ロスを生じ

に行います．

： 同じ災害

れぞれの職場

者の引き継ぎ

作業用フォー

どの工夫が求

担当者が変わ

通的資料と各

成するのも，

ぎにおいては

人員が一挙に

行においては

です．災害直

要な情報とな

合，成果のと

て作業能率は

の常駐によっ

も，作業が適

合などであり

把握している

 

の引き継ぎ

たり支援でき

予想されます

ための配慮が

では，技術者

を繰り返しま

や復旧工法の

じた事例もあ

 

害復旧事業の

場の中で培わ

ぎを困難化し

ーマットを使

求められます

わったときに

各グループの資

助けになり

は，以下の二

に変わること

は，調査班の

直後の調査で

なるため，災

とりまとめに

は維持できま

っても，一貫

適切に引き継

り，災害復旧

る班長等の統

 

ぎ 

きる体制がと

す．このため

が必要です

者の派遣期間

ました．担当

の妥当性をめ

ありました．①

の申請におい

われた者であ

したり，誤認

使用する場合

す． 

に先ず困るの

資料を整理し

ります． 

二点に配慮しま

とがないよう，

の担当者の一定

では，必ずしも

災害復旧業務に

に時間がかか

す． 

貫した作業体制

継がれにくい場

旧初期の業務が

統括者が常駐す

とれないため

め，作業環境

は１～２年の

者が交替した

ぐる議論等を

①作業環境や

ても事務所や

るためやむを

を生む原因と

がありますが

は，必要資料

して収納方法

ます． 

，人的な配置

定数を査定班

も十分な文書

にとって欠く

りますが，前

制の維持が可

場合が生じま

がこれに該当

すれば，新規

め，担当者は

境や段階毎の

の長期の場合

た時点では，

を生じるなど

や②作業体勢

や市町村によ

を得ない側面

となります．

が，作業開始

料がどこにあ

法を統一するな

置を工夫しま

班に移行させ

書化を行えな

くことができ

前段階での作

可能となりま

ます．新たな

当します．こ

規支援者への

は現地調査・

の作業結果が

合も希にあり

資料の所在が

ど，新たな仕事

勢の円滑な引

よって作業様式

面もありますが

災害時にはグ

始に当たって被

あるかが分か

などの工夫が

ます．とりわけ

せることが作業

ないため，個々

きないのです．

作業人員の一部

ます．人員の移

な作業が次々と

このような場合

の適宜のアドバ
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査定・ 

が次の担 

ましたが，

がわかりに

事に馴染む

き継ぎが行

式が異なる

が，こうし

グループ毎

被災地区の

らないこと

が必要です．

け調査から

業効率の維

々の担当者

．また，担

部を残留さ

移動がスム

と時間を追

合，作業内

バイスも可

階 

3
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参考３１１ 災害復旧事業の予算執行における課題 

 

 

１．地域特性による工期の制限 

  中越地域は農業を主体した中山間地域であるとともに，我が国でも有数の豪雪地帯である点に大きな

特徴があります．このため，農業生産基盤・施設の復旧工期は積雪のない地域に比べて短く，積雪期間

は１１月下旬から翌年の５月頃までのほぼ半年におよびます．しかも，営農をするには消雪後間もなく

これら農業基盤・施設の利用が必要となるため，被災した農道や水路の利用を中断しての復旧工事を進

めるのは困難な場合が多かったのです．このため，施工期間は極度に制限されることになり，工事の進

捗は遅れがちで，復旧の期限とされた３年で事業を完了するのは極めて困難でした． 

 

２．発注の不調 

  長岡地域振興局が所管する農地関連の災害復旧事業だけでも３千件を超えたため，県営事業のように

地域ごとに災害箇所を極力まとめて発注しても，工事件数は５０件以上になりました．その他，国や県

の他部局所管の災害復旧事業を加えると，地元業者の技術者数を上回ったほか，現場代理人等の技術者

不足や資材・重機等の調達困難などの要因によって，入札辞退や入札不調が頻発しました． 

  一方，大規模災害であっても法令は逸脱できません．現場代理人の他現場との重複禁止という条件の

下で現状を乗り切るため，発注ロットの拡大に努めたのですが，拡大しすぎると工期内に完了できない

という新たな課題が生じます．業者サイドでは，他地域（県内外）からの資機材や労務の調達，技術者

の一時採用等で乗り切りを図りましたが，対応は困難でした． 

 

２．予算の繰り越し 

 災害復旧事業は特別な場合を除き緊急順位は A であるため，当初予算で査定額の 80～85%が交付決定

されます．しかし，中越地域のように被災箇所が膨大で被害が甚大である場合は，技術者・労務者は不

足するほか資材調達等は困難であるため，災害発生当年での復旧工事の完了（予算の年度内執行）は難

しく，次年度への繰越を余儀なくされます． 

 繰越事務の手続きには多くの時間・労力が必要で，それぞれの復旧工事地区について理由書を準備し

なくてはならないため，現場の負担感は増大します．大規模な災害の場合は，3～4年継続可能な予算（継

続費扱い等）あるいは交付金とするなどの工夫による，繰越事務の省略化の要望が出ました． 

 

[参 考]歳出予算の繰越制度 

財政法及び地方自治法では，歳出予算経費のうち，性質上又は予算成立後の事由で年度内に支出を終わらない

見込みのあるものは，翌年度に繰り越して使用することができます．国庫補助事業で予算繰越を行う場合，国は

大蔵大臣(地方農政局等では地方財務局長)の，県，市町村では議会の議決が必要です．この経費を「繰越明許費」

といい，これに係る繰越を「明許繰越」といいます．また，歳出予算のうち年度内に支出負担行為をし，避けが

たい事故のために年度内に支出できなかったものは，「事故繰越」として翌年度に使用できます． 
 

明許繰越 

翌

債 

「翌年度にわたる債務負担」の略．年度中(3 月 31 日まで)に契約(着工)した

が，何らかの事由で年度内に工事が完了できないため，完了予定年月日を翌

年度に設定するもの． 

明

許 
何らかの事由で年度内に契約(着工)できず，翌年度の 4 月 1日以降に契約(着

工)して，工事を全て翌年度に繰り越すもの． 

 

事故繰越 
支出負担行為を行ったが，その後の避けがたい事故によって年度内支出がで

きない場合の繰り越し．「翌債」・「明許」で繰り越した事業を再度繰り越

す場合等がこれにあたる． 

繰越明許費：地方自治法第２１３条，同施行令第１４６条 
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参考３１２ 被災者自らの地域復旧への支援 
 

 

中越地震では，地震発生直後から被災者による自力復旧が行われ，地域機能の回復を下支えしました．

我が国の農村社会には伝統的に地域を維持する機能がありますが，これが災害時にも発揮されたのです．

これらに対する支援体勢の整備も早期復旧にとって大きな意味をもつと思われます 

 

１．農家所有の重機の活用 

 中越地震の農村地域では，地震直後から農家が自力で道路や農業用施設の簡易修復をしていました．

例えば，小千谷市の川井地区では，地区の幹線道路が崩落したのですが，農家所有のバックホウで軽四

輪車が通行できるほどの幅員を確保しました．これによって，被災直後から生活資材等の運搬や連絡の

利便性を確保できたことは注目されます．こうした事例は多く見られますが，いずれも農家の自発的な

対応によって，地域機能が保全された点に特徴があります． 

手づくり田直し事業が創設されるまで，小さな被害は農家の負担で復旧するしかありませんでした．

市町村では，小規模工事を単費で実施したり，応急復旧用の材料支給や建設機械の借上を補助した事例

がありました．農道の段差解消のための砂利投入や，側溝の応急修理など，応急的支援は農家の営農意

欲の回復面からも有効です． 

 

２．地域自らが行う災害復興活働への企業の支援 

 被災直後，集落には建設機械のオペレーターはいたのですが，機械の確保ができずにいました．こう

した折，コベルコ建機株式会社，株式会社クボタから建設機械（ミニバックホウ）の寄贈の申し出が県

にありました．これを受けて，新潟県ではミニバックホウの貸し出しによる「地域自らの力で行う災害

復興活動の支援」を川口町，小千谷市，十日町市，長岡市(各一台)で行いました．地震発生後間もなく

の時宜を得た企業からの支援は地域住民の復興への大きな精神的励みとなりました． 

 
 

平成 16 年 12 月 6 日プレスリリース／新潟県・農地部
 

地域自らの力で行う災害復興活動を支援します 
 

中越大震災で大きな被害を受けた「ふるさと」の水（農業用水）・土（農地）の再生に向けて，地域自らの
力で行う災害復興活動を支援するために，県では建設機械の支援を行います． 

記 
1．支援内容 

 公的補助の対象外となる小規模な農地農業用地施設の復興作業を自らの力で取り組もうとしている集落，営

農組合等へ，土地改良区を窓口に県から建設機械（ミニバックホウ）の貸し出しを行います． 

 なお，建設機械は中越大震災において被災者の救済のために寄付を受けたものであり，引渡を受けた後，集

落及び営農組織等での復興作業に役立てます． 

2．引渡日程等 

 日時 平成 16 年 12 月 7 日（火）午前 10：00 

 場所 川口町大字相川（川口町土地改良区 0258－89－3464） 

 日時 平成 16 年 12 月 8 日（水）午前 11：00 

 場所 小国町役場（その後現場に移動・小国町土地区画改良区 0258－95－2146） 

3．担当課 

 農地建設課 水利係 025－285－5511（内 3116） 

 

 [参考文献] 

新潟県農地部・農村振興技術連盟：新潟県中越大震災－農地・農業用施設の復旧復興に向けて，2006.03 
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３０１５ 手づくり田直し等支援事業 

 

 

 災害復旧事業の対象とならない小規模な農地等の災害に対する補助事業として「手づくり田 

直し等支援事業」は，中越大震災復興基金を原資として創設されました 

 

 

１．手づくり田直し等支援事業の背景・要点 

 地震災害の特徴は，大規模災害と同様に小規模災害が多発することです．このため，大規模な災害復

旧対策だけでは，被災農家の要求に十分応えることはできません．こうした事態に対応するため，中越

地域では中越大震災復興基金(参照：3016)を原資として，小規模災害の復旧費用を補助する「手づくり田

直し等支援事業」が創設されました． 

 手づくり田直し等支援事業は，以下のような特徴があります． 

 ①災害復旧事業の対象とならない小規模な災害復旧の補助を目的とする 

 ②農業用施設以外に養鯉池も補助対象とするなど幅広い対応を行っている 

 ③補助率・期間等は，目的・対象によって異なる 

 

２．実態に応じた事業の運用 

 手づくり田直し等支援事業の運用は，以下のような，現場や住民の意見をくみ上げ，実態に合わせた

柔軟な運用が行われている点が歓迎されています． 

①事業創設以前に自力復旧したものにも「遡及的な支給」を行った 

②山間地に多い１人耕作地の農道等にも，必要に応じて末端 2人の要件を緩和して運用した 

③当初は，平成 18 年度までとしていた実施期間を 21 年度(現在)にまで延長している 

④「緊急手づくり田直し等総合支援事業(参照：参考資料」を平成 18 年度に追加し，2年以上作付け・

養鯉ができなかった農地・養鯉地等を緊急・一体的に復旧する場合も補助の対象とした 

 

 

資料・手づくり田直し等支援事業の概要 

１．事業の対象者 
 1)小規模農地等の復旧：被災農地等を現に利用又は利用予定の農林水産業者及びこれらの者が組織する団体

・農林漁業団体（農林業者は農地等の被害額が農業所得額の10％以上の市町村（13市町村），水産業者は養殖

施設の被害面積が20％以上の市町村（6市町）に限る．） 
 2)水田の地力回復：被災農業者 
２．補助率・補助対象・限度額・期間 
 1）小規模農地等の復旧 
 補助率3／4以内．事業費40万円/箇所以下（養鯉池は13万円以下），平成17～18年度 
  農地・農道・用排水路・養鯉池等の復旧・整備に必要な経費 
   ・作業機械借上料（小型ブルドーザー，バックホウ等） 
   ・機械オペレーター賃金 
   ・材料費（∪字溝，敷砂利クラッシャー，セメント等）・補助作業者等人夫賃 
 2）水田の地力回復 
 補助率1/2以内（1圃場につき1回限り），事業費22千円/10ａ以下，平成17～19年度 
  被災前の土壌条件に戻すための土壌改良等に必要な経費 
   ・溶リン等の土づくり肥料や堆肥等の有機質資材代 

３．申請窓口：市町村 

 

 

 [参 考] 

   新潟県中越大震災復興基金：新潟県中越大震災復興基金事業メニューのご案内(2006.02)
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３０１６ 新潟県中越大震災復興基金 

 

 

中越地震の復旧において，新潟県は行政が行う事業を補完し，きめ細かに被災者を支援する 

ため，復興基金を設けて多様な支援事業を実施しました．事業のメニューは，復旧・復興対 

策に係る被災住民・団体の意向を随時取り入れ，機動的に運用する取り組みを行いました 

 

 

１．復興基金設立に向けた国への働きかけ 

 住民の生活を再建するには，既存諸制度による財政的な支援以外に，行政が行う各種の取組を補完し，

被災者の救済や被災地域の再生を長期・安定的かつ機動的に進める必要があります．これには，復興基

金の創設が有効です．復興基金の事例として，（財）雲仙岳災害対策基金（平成 3 年 9 月）と，（財）

阪神・淡路大震災復興基金（平成 7年 4月）があります． 

 新潟県は震災直後の平成 16 年 11～12 月に，国に震災復興基金の設置に対する財政措置（復興基金へ

の出資及び無利子貸付金の原資となる地方債発行の許可，地方債利子支払額に対する地方交付税措置）

を要望し，協議しました．この結果，3,000 億円規模の復興基金に必要な地方債の許可と交付税措置等

の了解を得ることができました． 

 

２．基金運用益による支援 

（財）新潟県中越大震災復興基金は，平成 17 年 3月 1日に設立されました．基金の原資として県債を発

行して運用財産 3000 億円（金利 2％）を確保し，金利を事業費に充当しました（指名債権譲渡方式：参

考）．事業規模は 10 年間で 600 億円となります． 

 復興基金に基づく事業の実施にあたり，被災者・被災地域のニーズを把握するため，事業内容の公募

をしました（第 1 次：平成 17 年 3 月 18 日～4 月 8 日，第 2 次：平成 17 年 11 月 1 日～25 日）．この結

果，2,000 件近い提案があり，54 事業(平成 18 年 1月末)がメニュー化されました． 

 

３．支援事業 

 復興基金の対象事業は，原則として以下のような被災者個人又は団体自らが実施する復旧・復興対策

を直接的に支援するものとし，本来行政が行う事業は除きました． 

 ①生活に安定・自立及び健康・福祉の増進支援する事業，②住宅の再建等住宅の復興を支援する事業，

③中小企業者及び農林水産業者の事業再開等の産業復興を支援する事業，④私立学校の再建等教育・文

化の復興を支援する事業，⑤その他必要な事業 

 農林水産業対策は②の枠組みに該当しますが，当初 14 事業がメニュー化されました．手づくり田直し

等支援事業もその一つですが，その後，必要に応じて見直しが行われ，事業の柔軟な運用が行われると

共に，メニューは随時新設され，きめ細かな支援が取り組まれています． 

 

 

[参 考]中越大震災復興基金のスキーム【指名債権譲渡方式】 

 ①県が復興基金に貸付けるための資金を銀行から利率 2％で借りる． 

 ②県は銀行から調達した資金を復興基金に無利子で貸付ける． 

 ③復興基金は，県から借り入れた資金で，銀行が保有する県に対する貸付債権を購入する． 

④結果，復興基金は県に対して貸付債権をもつことになり，銀行の貸付利子 2％が基金に移転する． 

 

資料：新潟県農地部・農村振興技術連盟：新潟県中越大震災－農地・農業用施設の復旧復興に向けて，2006.03 
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３０１８ 残土・廃材の処理と有効利用 

 

 

 農道を修復し造成する際に発生する残土や廃材処理に課題が残りました．破損した舗装板の 

 再利用や土質改良材による現場発生土の有効活用等の対策が必要です 

 

 

 農道を修復し造成する際には廃材や残土が大量に発生し，その処理に多大な労力と費用がかかりまし

た．大型工事車両が進入できない現場が多く，発生残土の適当な処分地もないため，できるだけ残土を

搬出しない工法の採用を心がけます．アスファルトやコンクリートの廃棄物の再利用も検討する必要が

あります．環境に配慮した施工を考えるとき，現場で発生する資材を有効に活用し物質循環を健全に保

つ対応が求められます． 

 

事例１：残土を鋼製擁壁工の中詰め材として使用 

施工場所：新潟県小千谷市芹久保地区ほか    

対策概要：被災した道路法面の擁壁工に，従来のコンクリートブロック積み工法に変えて，鋼製の擁

壁工を使用したところ，①中詰材料に現地土が利用可能で搬入資材が減少し，②施工性も向上し，

早期復旧に貢献できました． 

 

事例２：コンクリート廃材を砕石に再利用 

施工場所：新潟県長岡市（旧栃尾市内） 

対策概要：中越地震ではコンクリート舗装板の廃材が大量に発生しましたが，大半が産業廃棄物とし

て処分されました．大型運搬車の進入が困難な現場や，処分場まで遠い現場もあり，処分に多大な

手間と経費が必要でした．しかし，旧栃尾市の一部の現場では，小型の自走式骨材再生機でコンク

リート廃材を路盤材や敷砂利に再利用し，廃材の運搬・処分費と，砕石の購入・運搬費を節減しま

した．ただし，機械台数が限られ，同一現場内（発生現場＝使用現場）での利用となるため，採用

には注意が必要です． 

 

事例３：残土を集落排水管路の埋め戻し材として活用 

施工場所：新潟県刈羽村赤田地区 

対策概要：集落排水管路の復旧において，掘削土に土質改良材(セメント形・石灰系)を混合し，埋め

戻し材として活用しました．建設副産物（現場発生土）を埋戻土として活用することにより，①残

土処理費，埋戻土の購入費を削減した（埋戻土を購入する場合と比較して，約140万円のコストを削

減（削減率6.3％））うえ，②液状化防止の効果が期待できました． 

 

事例４：残土を災害関連農地区画整備事業地区の地形改善に活用 

施工場所：新潟県長岡市（旧山古志村）  

対策概要： 災害関連農地区画整備事業・赤城地区では，地形が中央で凹型となっていたため，その

ままでは災害復旧をしても地形条件によって良好な区画形成が課題となっていました．こうした折

，周辺地区では多くの残土が生じ，処分方法が検討されていたため，その一部を受け入れ，凹部の

地形を改善し，農地の区画整理を実施しました（4113参照） 

 

 

 [参 考]   新潟県資料：農地等の災害復旧の効率的な執行のために 
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